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資料６

地域森林計画（案）並びに同変更（案）に対する意見等

令和６年１２月１９日

福島県森林計画課
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「地域森林計画樹立及び変更（案）に対する意見等」

１ 森林法第６条第２項に基づく意見の申し立て及びうつくしま県民意見公募（パブリック・コメント）の結果
（１）縦覧及び意見募集期間 令和６年１０月２２日～１１月２１日（３１日間）
（２）意見の要旨及びその処理案 意見はありませんでした。

２ 関係市町村長 意見はありませんでした。

３ 関東森林管理局長 意見はありませんでした。

４ 東北経済産業局長 別紙１のとおり（１件）

５ 県の関係部局 意見はありませんでした。

６ 森林審議会委員からの事前意見 別紙２のとおり（３件）

【参考】根拠法令等
森林法 第６条 [略]

２ [略]当該地域森林計画の案に意見がある者は、[略]知事に、理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができる。
３ [略]知事は、[略]当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
[略]国有林があるときは、[略]併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

森林計画制度の運用について（平成3年7月25日付け 3林野計第294号）
別紙１ Ⅳ 森林計画に関する本法の運用と、多面にわたる他の行政分野との調整に関し、以下の点に留意されたい。（略）

森林法の運用について（昭和37年11月14日付け 37林野第2349号）
1 森林法（以下 「法」という。）第5条の規定により、地域森林計画をたて、またはこれを変更する場合には、所轄の経済産業局長の意見を聞くこと。
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別紙１

番号 対象計画区・項目 意 見 等 回 答 ・ 対 応

１ ＜東北経済産業局＞ ＜森林計画課＞
計画区域内の鉱業権が設定されている区 「森林の整備及び保全の基本方針」P１０に記載のとおり、適

域では、鉱業の実施に支障ないよう配慮する 切な管理を行い、災害防止等に努めます。
こと。
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別紙２

番号 対象計画区・項目 意 見 等 回 答 ・ 対 応

1 Ⅰ 計画の大綱 ＜高木委員＞ ＜森林計画課＞
２ 全計画の実行結果の概要及びその評価 何と比較して減少しているのでしょうか？ 26. 増加しております。
（４）基幹路網の開設又は拡張 5㎞の計画に対し、33.5㎞の実績なので26％の増 「林道開設計画については、森林整備計画等を優先
P5 「～林道開設計画については、森林整 加だと思います。 する路線を中心に進め、実績が増加しています。拡
備計画等を優先する路線を中心に進めたた 張計画については、市町村の要望を基に、引き続き
め実績は減少しています～」 計画的な事業を執行します。」と修正させていただ

きます。

2 「阿武隈川地域森林計画」 ＜高木委員＞ ＜森林計画課＞
第３ 森林の整備に関する事項 特定苗木は間伐等特措法に基づき指定された特 特定苗木は後述の「花粉の少ない苗木」に含まれる
２ 造林に関する事項 定母樹から生産・供給される苗木であり、エリ ことから、文言を削除し、全国森林計画に即した表
（１）人工造林に関する指針 ートツリー（第２世代精英樹）品種の立木が特 現に合わせて、「成長に優れたエリートツリー（第
ア 人工造林の対象樹種に関する指針 定母樹に指定されることはありますが、特定苗 ２世代精英樹等）等の苗木や花粉の少ない苗木の増

P20 「～特定苗木などの成長の優れたエリ 木の全てがエリートツリー由来ではなく、また 加に～」と修正させていただきます。
ートツリー（第２世代精英樹等）等の苗木 実際に供給されるのは特定苗木なので、「～特定
や～」 苗木などの成長の優れた苗木や～」と改めるべ

きと考えます。

3 「阿武隈川地域森林計画」 ＜高木委員＞ ＜森林計画課＞
６ 委託を受けて行う森林の施業または経 生産・供給されるのは特定苗木なので、「～効率 ご意見のとおり「～効率的な間伐等の実施、特定苗
営の実施、森林施業の共同化その他森林施 的な間伐等の実施、特定苗木の生産体制の確立 木の生産体制の確立～」と修正させていただきます。
業の合理化に関する事項 ～」と改めるべきと考えます。
（６）その他必要な事項
ウ 持続的な吸収源対策

P39 「～効率的な間伐等の実施、エリート
ツリーの種苗生産体制の確立～」


